
群馬県住宅供給公社１階事務所改修工事 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告 

 
群馬県住宅供給公社事務所改修工事に係る設計・施工一括工事を受注する事業者を選

定するため、次のとおり技術提案書の提出を招請する。 
 
令和３年 ２月 １２日 
 

群馬県住宅供給公社 
理事⻑  中島 聡 

 
１．担当部局 

〒３７１−００２５ 
群馬県前橋市紅雲町一丁目７番１２号 
群馬県住宅供給公社 総務部 総務課 
 電話 ０２７-２２４-１８８１ 
 FAX  ０２７-２２３-５９０３ 
 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ jkk@gunma-jkk.or.jp 

 
２．工事概要 

（１） 工 事 名 群馬県住宅供給公社１階事務所改修工事 
（２） 工事場所 群馬県前橋市紅雲町 地内 
（３） 工事概要 公社１階事務所の改修工事における実施設計及び施工 
（４） 工  期 令和３年６月３０日 
（５） 限 度 額 技術提案書の提出者に選定されたものに別途通知する。 
（６） そ の 他  

ア 本工事は、設計及び施工を一括して発注する方式の対象案件であり、本公
告に基づいて提出された技術提案を審査した結果、最も優れた提案として特定
された技術提案を提出した者と、随意契約により契約するものとする。 
イ 請負者は、工事着手前までに詳細設計を行い、数量、詳細図、施工図等に
ついて発注者の承認を得ると共に、詳細設計後の数量により、発注者と協議を
行い、単価、諸経費についての合意を行うこと。 
ウ 総価契約の変更は行わない。ただし、発注時の条件に変更がある場合には、
詳細設計後の図面、数量により変更するものとする。 



３．参加形態 
単体によるプロポーザル方式 

 
４．招請内容 

別添「群馬県住宅供給公社事務所改修工事に係る説明書」（以下、「説明書」という。）
の定めるところによる。 

 
５．参加資格等 

この公告のプロポーザルに参加できる者は、本公告の日から契約の日までの期間に
わたり、次に揚げる要件をすべて満たす者とする。 
（１） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する契約を締結する能力を有し

ない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２） 群馬県財務規則第１７０条第２項の規定に基づく県の入札参加制限を受けてい

ない者であること。 
（３） 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第２条第２項に規定する指名停止

を受けていない者であること。なお、（２）及び（３）において営業の譲渡を
受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けてい
るときは、それらの措置を引き継ぐ。 

（４） 群馬県建設工事入札参加資格者名簿（以下、「資格者名簿」という。）に登載
された者であること。 

（５） 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入している建設業者であること。 
（当該保険に加入の義務がない者を除く） 

（６） 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた建設業者又は⺠事再生法に基
づく再生手続開始決定を受けた建設業者にあっては、手続開始決定後に資格者
名簿に登載された者でないこと。 

（７） この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 
（８） 群馬県の平成３０・３１年度建設工事入札参加資格者名簿で、「建築一式」の

総合数値が７６０点以上の者であること。 
（９） 国、地方公共団体又は地方住宅供給公社法に基づき設立された地方住宅供給公

社が発注した、既存建築物の改修工事について、元請け又は１次下請けとして
の施工実績があること。 

（10） 前橋市内に事業所があること。 
 

 
 
 



６．技術提案書の提出を選定するための基準 
（１） 企業及び配置予定技術者の経験及び能力 

 
７．技術提案書を特定するための評価基準 

（１） 特定テーマに関する提案《ヒアリング》 
「事務所機能を継続して工事実施するため、どのような考え方で工事を実施し
ていくのか」 
「工期短縮を実現するための工夫や手段等」 
「基本プラン（基本配置キープラン）をベースに、どのような追加機能の 
提案ができるか」 

（２） 企業及び配置予定技術者の経験及び能力 
（３） 提案額による評価 

 
８．手続等 

（１） 担当部局 
〒３７１−００２５ 
群馬県前橋市紅雲町一丁目７番１２号 群馬県住宅供給公社総務部総務課 
電話０２７−２２４−１８８１ FAX０２７−２２３−５９０３ 

（２） 説明書の交付期間、場所、方法 
交付期間：令和３年２月１２日（金）から令和３年２月２２日（月）まで 
     平日の午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く） 

交付場所：（１）に同じ（説明書及び様式については群馬県入札情報公開システ 
ムからダウンロード可能） 

交付方法：説明書は無料配布とする。 
（３） 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 

受領期限：令和３年3月1日（月）午後４時まで 
提出場所：（１）に同じ 
提出方法：持参又は郵送（書留郵便に限る）、若しくは電子メールで提出するこ 
     と。 

  （４） 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法 
      受領期限：令和３年３月１７日（水）正午まで 
      提出場所：（１）に同じ 

提出方法：持参又は郵送(書留郵便に限る)で提出すること。 
電子メールで提出は無効とする。 

 
 
 



９．その他 
（１） 契約保証金 納付すること。 

ただし、群馬県住宅供給公社財務規程に定めるところにより、利付き国債の提
供、金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代
えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証に付し、又は履行
保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 

（２） 契約書作成の要否：要 
（３） 技術提案書の作成等に要する費用は、参加希望者の負担とする。 
（４） 提出された資料及び技術提案書は返却しない。ただし、無断で他に使用するこ

とはない。 
（５） 詳細は説明書による。 

 
 

 
 


